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１．26年の賃金事情－厚生労働省の調査より 

厚生労働省では、10 人以上の常用労働者を雇用する民間

の事業所の賃金について「賃金構造基本統計調査」を行っ

ており、昨年平成 26 年の分が発表されております。春闘な

ど賃上げに関する情報は諸々目にしますが、そもそもの実

態はどうであったか？最新版である 26 年「賃金構造基本統

計調査」の内容をみてみます。 

平成 26 年 6 月分として支払われた所定内給与の平均値

は、表のとおりです。これをみると、男女ともすべての企業規

模で前年からの増加がみられます。男女計の賃金をみると、

2 年ぶりに増加に転じ（平成 25 年は前年比-0.7％）、増加率

も平成 13 年（対前年比 1.2％）以来の水準となっています。なお、26 年の調査結果における賃金の増加以外の特色として、

男女間の賃金格差が過去最少になったこと（男性を 100 として女性が 72.2）も挙げられています。 

なお、賃金引き上げについての実態も同省では「賃金引上げ等の実態に関する調査」として行ってい

ます。これによると、平成26年中に1人平均賃金を引き上げた、または引き上げる予定の企業の割合は

83.6％、改定額（予定を含む）は 5,254円、改定率は 1.8％であり、いずれも前年調査を上回る数値でした

（調査は毎年 8月に実施）。 

２．Ｗワーカーの労務問題 

今回は最近増えつつある（とされる）Ｗワーカー（２か所で働く人）について、２問出題します。考えてみましょう。 

問１ Ｗワーカーの労働者ＡがＸ社で勤務した後、次の勤務先であるＹ社に向かう途中で被災（交通事故に巻き込まれた等）

した場合、Ａは労災保険の対象となるでしょうか。 

答１ この場合、Ｘ社からＹ社に直接向かい、途中で私的な行為がなされていなければ、通勤災害扱いとなります。つまり、

労災保険の給付を受けることができるということになります。そこで、Ａの自宅からＹ社への通勤途上とはかけ離れた場所で

通勤災害が発生するということもありうるということになります。なお、ＸＹどちらの労災保険を使うのかという問題については、

Ｙ社の労災保険を使うということになります（ＸＹで賃金額の合算はしません）。 

問２ Ｗワーカーの労働者Ａがある日にＸ社で８時から 14 時まで（６時間）勤務した後、Ｙ社で 15 時から 19 時まで（４時間）

勤務した場合、賃金計算はどのようになるでしょうか。 

答２ 労働基準法 38 条で、労働時間は事業場を異にする場合でも通算することとされていますので、この日におけるＡの労

働時間は 10 時間となります。そこで、法定時間外労働が２時間発生することとなるのですが、その分の割増賃金の支払い

については、Ａと時間的にあとで労働契約を締結した使用者がおこなうということになり 

ます（ただし、Ｘ社で４時間、Ｙ社で４時間働いている者の場合、Ｘ社の使用者がＡがこの 

後Ｙ社で４時間働くことを知りながら労働時間を延長するときは、Ｘ社が支払い義務を負 

うこととなります）。なお、割増賃金の支払義務を負う使用者（時間外労働をさせる使用 

者）は、36 協定の手続が必要であることは言うまでもありません。 

● 編集後記 ●                         
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４月になり新しい生活が始まりましたね。我が家も中学生。毎日、大きくて重い荷物（教科書
が多い）を抱えて通学しています。勉強も一気に難しく、宿題もたくさん出ています。毎日へ
とへとになりながら必死に通っている感じがします。あまりにも頑張っている姿をみて心配に
なり、「そんなに無理しなくてもいいんだよ」と声をかけると、「どうして、がんばっていないとき
は、『がんばりなさい』って言って、がんばっているときは『がんばらなくてもいいんだよ』って
いうの？親って不思議だよね。」と言われてしまいました。確かにそうですね…。（秋山） 
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■平成 26年「賃金構造基本統計調査」より■ 

男女計 299,600 円（1.3％） 

男性 329,600 円（1.1％） 

女性 238,000 円（2.3％） 

大企業 
1,000人以上 

男性 381,900 円（0.9％） 

女性 265,200 円（2.2％） 

中企業 
100～999 人 

男性 312,100 円（0.9％） 

女性 233,800 円（1.8％） 

小企業 
10～99 人 

男性 285,900 円（0.1％） 

女性 214,600 円（1.3％） 

（）内は前年比 


